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１．四電説明資料（抜粋）
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2
２．弊社意見の趣旨

 当社としては、新検査制度導入を機に、リスク情報を活用したパフォーマンス向上を指向したいと考えているが、法
令要求のある設計及び工事計画手続き（以下「設工認」という）や使用前事業者検査の対象範囲については、リスク
情報を踏まえたものとはなっていないと感じている。

 このような部分にもゆくゆくはリスクの観点を取り込むことにより、リスクの高い箇所へ優先的にリソースを投入で
きる状況となり、原子力安全の向上につながると考えている。

気付き 弊社の意見

設
工
認

法令要求のある許認可手続き対象は新検査制度導
入前後で変わっておらず、手続きが必要な保安活
動については、リスクインフォームド、パフォー
マンスベースとなっていない。

○重要度の低い設備の工事※１やこれまでに多数の実績がある工事※２については、
設工認手続きを省略し、事業者の活動を原子力規制検査で確認する形とできな
いか。

※１：ＰＷＲの蒸気タービン設備や補助ボイラなどに係る工事の設工認手続き

※２：蒸気発生器伝熱管の施栓工事や原子炉圧力バウンダリ範囲配管の同仕様
品の取替え工事など

使
用
前
事
業
者
検
査

事業者が検査を実施することとなり、事業者の責
任を意識することが深まってきた。
技術基準適合確認として、実務的に使用前事業者
検査、定期事業者検査、施設管理としての活動そ
れぞれについて対応が必要であるため、複雑かつ
重複感がある。

○工事を実施するにあたっては次の３つの検査が重複することとなることから、
これら事業者が実施する検査の実施方法について、新検査制度の趣旨にそって、
改善検討を進めていきたい。
・施設管理としての自主検査
・使用前事業者検査
・定期事業者検査

○また、使用前事業者検査は重要度の低い設備についても実施することとなって
いるので、対象範囲について、リスクの高い個所へ優先的にリソースを投入で
きるようにできないか。

従前の使用前検査は、設工認手続きが必要な工事
の場合に実施していたため、対象となる工事が
はっきりしていたが、新検査制度導入により、設
工認手続きが不要な工事であっても使用前事業者
検査対象となるか否かの確認が必要となり、この
確認に労力を要している。

○事業者は、検査制度の見直しに関するＷＧ等で説明した考え方に基づくＡＴＥ
ＮＡガイドで示している使用前事業者検査フローに基づき、各工事ごとに使用
前事業者検査の要否を判断している。

○ＮＲＡ－事業者間で点検計画に基づく定期取替の位置づけで認識の相違が生じ
ている。（ＡＴＥＮＡ大で協議中）
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